
令和元年１２月２日 

保護者の皆様 

大阪市立北稜中学校 

校長   山咲  進一 

 

防寒着の着用について（お知らせ） 

 

 初冬の候、保護者の皆様にはますますご健勝のこととお喜び申しあげます。 

平素は本校の教育活動にご理解ご協力を賜りありがとうございます。 

さて、北稜中学校では冬季（原則として１２月～３月）に、登下校時に防寒着 

が着用できます。本年度、下記のように一部変更がありますので、趣旨をご理解 

のうえご協力を賜りますようお願いいたします。 

 

 

記 

 

 

１ 変更点    従来・・・防寒着として学校指定のウィンドブレーカーが着 

用できる。 

          

         今後・・・防寒着として学校指定のウィンドブレーカー、 

              及び、各部活動ごとに指定のウィンドブレーカー 

が着用できる。 

 

２ 理 由    学校教育の一環として行われる部活動において購入している 

ウィンドブレーカーを、有効に活用することで保護者の費用 

負担の軽減を図るため。 

 

         ※マフラー・手袋については、従来どおり着用できます。 

 


